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スマホをかざして 

最新情報チェック☞ 

労働保険料 第３期分納入のお知らせ 

 第３期分の労働保険料（事務委託事業所）の納入期日は
下記のとおりです。分納を申し込まれている事務委託事業
所の方へ１月中旬に納入通知書を送付致しますので、通知
書に記載の金額を期日までお納め下さい。 

納入期日：令和８年１月３０日㈮ 

※口座振替実施日になります。現金納付の方は期日までに 
商工会へお納め下さい。 
※代表者や振替口座に変更がある場合は商工会までお知ら
せ下さい。また、従業員の雇入れ・退職の事実があった場
合は、雇用保険資格取得・喪失の手続き（別途手数料を頂
戴します）を行いますので、随時お知らせ下さい。 

 令和７年分源泉所得税に係る 『年末調整指導会』開催 

 源泉所得税の年末調整事務に関する個
別指導会を下記の日程により開催しま
す。 
 商工会へ源泉税納付事務や記帳・決
算・申告事務等について指導を受けてい
る方は、賃金台帳や各種所得控除証明書等の必要書類をご用意
の上、指導会期間中に商工会へお越しください。 
◆日程：１月５日㈪・６日㈫・７日㈬・８日㈭・９日㈮  
    ※時間は各日とも9:00～15:30まで 

◆納付期限：令和８年1月1３日㈫ 
   （納期特例適用者の場合は令和8年1月20日㈫） 
 ※期限までに納付されない場合は延滞税等が発生しますので

ご注意ください。 

◆必要書類： 
 ①事業主本人の個人番号（マイナンバー）確認書類 
 ②源泉所得税の納付書等年末調整関係書類 
 ③賃金台帳（R7/1～R7/12の給与明細・源泉徴収簿等） 
 ④給与所得者の扶養控除（異動）申告書 
 ⑤給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書 
  兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書  
 ⑥給与所得者の保険料控除申告書 
  ※生命保険や年金、健康保険、地震保険、小規模企業共

済等の掛金払込証明書を添付する必要があります。 
 ⑦（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書 
◆手数料：基本料300円＋作業量割200円×人数（税込） 

・・・ご不明な点は商工会までお問合せ下さい・・・ 

令和７年度 『新年賀詞交歓会』 の開催について 

 商工会広報12月号でご案内しておりました
「新春経済講演会／新年賀詞交歓会」につい
て、下記のとおり開催します。ご出席予定の
方は、時間厳守にてお越しくださるようご協
力をお願いします。  
◆日時：令和８年１月１４日㈬   
第1部：新春経済講演会…15時30分～17時00分 
 ﾃｰﾏ ：地域経済の未来をデザインする 
    ～人口減少・物価高騰を乗り越える持続可能な経営とは～ 
 講師：エコノミスト(博士) 
    東証プライム アイモバイル 社外取締役 
    崔 真淑（さい ますみ）氏 
 会場：村松商工会館 ２階大会議室 
  ※講演会終了後、バスにて懇親会場へ移動します。 

第２部：新年賀詞交歓会…17時30分～19時30分 
 会場：割烹 新瀧（村松甲2114 TEL.58-7191） 
    ※賀詞交歓会から参加される方の受付時間は、 
   17:00～17:30となりますのでご留意ください。 
◆負担金:３,０００円（※当日ご持参ください） 
※その他ご不明な点がありましたら、商工会事務局までお問い 
 合わせ下さい。 

無料法律相談（村松会場）のご案内 

 商工会では、法律にまつわるトラブル
の解消や、企業経営に係わる法務知識の
習得を目的とした法律相談会を開催しま
す。この機会にぜひご相談ください。 
●相談日：令和８年２月10日㈫  10:00～12:00 
             ※1/30㈮までに商工会へお申込みください。 
●会 場：村松商工会館 相談室 
●相談員：弁護士 板垣 剛 氏 
●問合せ先：村松商工会／℡.0250-58-2201 



 
 

 容器包装リサイクル法により、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくって
いる事業者は、再商品化（リサイクル）の義務を負う可能性があります。 
【事業内容例】 
 食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者／ 
 小売・卸売業者／びん、ＰＥＴボトル、紙箱、袋などの製造事業者／                          
 輸入事業者（容器や包装が付いた商品の輸入等）／テイクアウトができる飲食店・通販業者など   
  ※【再商品化（リサイクル）の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装 
      リサイクル協会コールセンターにご相談ください。 
  ※「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行して 
    いただく（再商品化委託申込を行っていただく）必要がありますのでご注意ください。 
 なお、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページ（https://www.jcpra.or.jp）では、再商品化委託申込に関する情報を掲載 
 していますので、対象となる方はご一読くださるようお願いします。  

【お問合せ先】 
 ●法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関するご相談 
  公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター（TEL：03－5251－4870） 
 ●委託申込関係書類の請求に関するご相談 
  公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター（TEL：03-5610-6261／FAX：03-5610-6245） 
 ●その他、本制度の概要等に関するご相談 
  村松商工会事務局（TEL：0250-58-2201） 

  ～令和８年度の再商品化委託申込受付中～ 

  申込みはお済みですか？容器包装のリサイクル 【申込期間：令和7年12月8日(月)～令和8年2月13日(金)】 

新津税務署からのお知らせ ～署外の確定申告会場について～ 

新津税務署では、所得税・個人消費税・贈与税の署外の確定
申告会場を下記のとおり設置します。この期間中は、新津税務
署庁舎での申告相談を行いません。申告書の作成には時間を要
しますので、必要書類をご用意の上、お早目に会場へお越し下
さい。 
※令和８年１月５日㈪から２月１３日㈮までの新津税務署にお 

ける確定申告の相談には、電話による事前予約が必要となり
ます。 

※入場には会場で当日配布される「入場整理券」 
 が必要です。配布枚数がなくなり次第、当日の 
 受付を終了します。また、LINEを通じた事前 
 予約も可能です。（国税庁LINE公式アカウン 
 トを友だち追加の上、オンラインにより申し 
 込みください。） 

「国の教育ローン（日本政策金融公庫）」とは、高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度
です。お子さま１人につき３５０万円以内を、固定金利（年３.１５％（令和7年11月４日現在））で利用でき、在学期間内
は利息のみのお支払いとすることができます。 
 ≪教育ローン制度概要≫ 
【ご融資額】お子さま１人あたり３５０万円以内 
【金      利】年３.１５％（固定金利） 

【ご返済期間】２０年以内 
【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金･家賃など 
【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能） 
【保   証】（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能） 
【お問合わせ】教育ローンコールセンター 
       (0570-008656（ナビダイヤル）または (03)5321-8656） [日本政策金融公庫HP] 
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※確定申告期間中の譲渡所得及び贈与税の申告相談は月、水、 
 金曜日に実施します。(祝日の２月２３日㈪は除く。) 
※確定申告会場では、マイナンバーカード方式によるスマホ 
 申告を基本とした相談体制としております。マイナンバー 
 カードと併せてパスワード（①署名用電子証明書用 英数 
 字６～１６文字、②利用者証明用電子証明書用 数字４桁） 
 が分かるようにしてお越しください。 
※令和７年１月以降、書面で提出された確定申告書等の控え 
 に収受印の押なつは行いません。 

会場 秋葉区役所 ６階会議室 

期間 ２月１６日㈪～３月１６日㈪ ※土日・祝日を除く 

時間 （受付）午前９時～午後４時 

国税庁LINE 

公式アカウント 

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）がサポート！ 
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 新潟県消費動向調査 ２０２５年冬期 
【出典】第四北越リサーチ＆コンサルティング㈱     

    『新潟の現在・未来Ｍonthly（2025年12月号）』 

新潟県の景気の現状と先行き見通し  ～「収入」は２期ぶりに低下したものの、高水準での推移が続く～ 

 新潟県内の個人消費は持ち直している。 
 小売業販売額は、前年を上回って推移している。業態によって
好不調はみられるものの、食料品をはじめとする必需品は堅調な販
売が続いている。一方、乗用車新規登録・届出台数（軽含む）は前
年を下回っており、軽乗用車は底堅い動きで推移していたのに対
し、普通乗用車は前年比減少したため、乗用車全体としてはやや
持ち直しの動きが鈍くなっている。 

＜消費支出の推移 ＞ 
ー３期ぶりに低下ー （図表1） 
 半年前と比べて消費支出が「増えた」と回答した人の割合は
42.8％、「減った」と回答した人の割合は13.0％と、消費支出
CSIは29.8となり、３期ぶりの低下となった。 回答者からは、政
府による電気・ガス料金負担軽減支援による負担軽減がうかがえ
る声がある一方で、物価上昇を要因とする消費支出が「増えた」
という声は依然として多い。 家計の負担を抑えるため、ポイント
やふるさと納税を活用しているなどの声が寄せられている。。 
 今後半年間の見込みについて消費支出予想CSIは16.8となり、足
元と比べて13.0ポイント下回り、大幅に低下する見込みである。 

＜生活実感の推移＞  
ー２期ぶりに改善するも、低水準での推移が続くー（図表2） 
 半年前と比べて生活実感が「良くなった」と回答した人の割合
は4.5％、「悪くなった」と回答した人の割合は43.5％と、生活
実感CSIは▲39.0となり、2期ぶりの改善となった。 
 生活実感が「悪化した」とした回答者からは、「収入は上がっ
たものの、その上昇幅が物価の上昇に追い付いていない」等の意
見が寄せられ、長引く物価上昇による我慢が生活実感改善の阻害
要因となっている。 
 今後半年間の見込みについて生活実感予想CSIは▲45.8となり、
足元と比べて6.8ポイント低下し、先行きは悪化が見込まれる。 

■図表1 消費支出CSIと消費支出予想CSIの推移  

 新潟県内特定最低賃金が改正されました 

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も。 

 10月1日から新潟県内基本最低賃金1,050円へ改正され
たことに伴い、特定業種別の最低賃金の一部が改正となり
ましたのでお知らせします。 
 最低賃金法に基づき国が定めている地域別最低賃金は、
常用・臨時・パート・アルバイト・嘱託などの雇用形態や
呼称にかかわらず、原則としてすべての労働者とその使用
者に適用されます。 

 
① 

新潟県自動車（新車）、自動車部分品・附属品小売業 

改正前：１時間1,015円→改正後：１時間１,０５０円 

効力発生日：令和7年10月2日 

 

②
  

新潟県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具 
情報通信機械器具製造業 

改正前：１時間1,005円→改正後：１時間１,０５０円 

効力発生日：令和7年10月2日 

新潟県小売業 

改正前：１時間932円→改正後：１時間１,０５０円 

効力発生日：令和7年10月2日 
③ 

※日給・月給の場合は時間額に換算して比較することとなり 
 ますのでご注意ください。 

 
 

 商工会では、商工会に加入していない事業者の方の加入
促進を行っています。皆様の周りで商工会に未加入の方や
新たに事業を創業予定の方、創業された方がおられました
ら、商工会への加入をお勧めくださるようお願いします。  

商工会員募集へのご協力のお願い 

■図表2 生活実感CSIと生活実感予想CSIの推移  

日本政策金融公庫貸付利率（令和7年12月1日現在） 
◆普通（一般）貸付…貸付限度額4,800万円 
 運転資金：５年以内/3.00～4.50％ 
 設備資金：10年以内/3.00～4.50％ 
◆経営改善貸付（マル経融資）…貸付限度額2,000万円 
 運転資金：７年以内/2.10％ 
 設備資金：10年以内/2.10％ 

商工会費 第３期分納入のお知らせ 

 第３期分の商工会費の納入期日は下記のとおりです。 
納入期日：令和８年２月２日㈪ 

※口座振替実施日になります。現金納付の方は期日までに
商工会へお納め下さい。 
※代表者や振替口座に変更がある場合は商工会までお知ら
せ下さい。 
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村松商工会青年部主催 

小学生新春！むらまつカルタ大会 
 青年部では、郷土かるた「村松かるた」により村松の文化
に関心を持ち、地域に誇りを持ってもらいたいという想いか
ら、小学生を対象としたカルタ大会を開催します。 
★日時：令和８年１月２４日㈯ （9:30受付/10:00開始） 
★会場：さくらんど会館 
★参加費：無料（全員に参加賞あり） 
★申込：令和８年1月14日㈬までに商工会へお申込み 
              ください。(Tel.58-2201 Fax.58-8409) 

１月の行事予定 

5㈪～  
9㈮ 源泉所得税「年末調整指導会」 村松商工会館 

14㈬ 新春経済講演会 
新年賀詞交歓会 

村松商工会館 
五泉市村松 

16㈮ 五泉商工会議所新年祝賀会 五泉市赤海 

24㈯ 青年部事業「むらまつカルタ大会」 さくらんど会館 

27㈫ 決算実務研修会 五泉商工会議所 

21㈬ 青年部新年会 五泉市村松 

～必要書類等不備のないよう早めの準備をお願いします～ 

 個人事業者の所得税に係る青色申告等
の決算・確定申告時期（2/16～3/16）
が近付いてまいりました。商工会では、
専門家（税理士）及び職員による「決
算・確定申告個別相談会」を開催いたし
ます。 
 なお、インボイス制度適格請求書発行事業者への登録者数の
増加により、消費税申告書を含めた書類作成に時間を要するこ
とが予想されます。混雑緩和を図るためにも来会時間を指定さ
せていただきますので、時間厳守にて来会くださるようご協力
をお願いします。また、必要書類についても不備のないようご
準備をお願いします。 
  詳細は後日送付します案内文書をご確認ください。 

◆持参書類等（必ずご持参ください） 
 ①令和７年分「確定申告のお知らせ」はがき又は通知書 
  （１月下旬に税務署から送付されます） 
 ②令和７年分の売上・仕入・経費等を集計した帳簿等 
 ③社会保険（国民年金・国民健康保険等）・生命保険・損  
  害保険（地震保険）等の支払証明書 
 ④給与・年金等の源泉徴収票 
 ⑤前年分・前々年分の決算書・申告書の控え 
 ⑥各種給付金の交付決定通知書 
 ⑦事業主の個人番号ｶｰﾄﾞまたは通知ｶｰﾄﾞ＋運転免許証等 
 ※申告手続きにおいて「個人番号（マイナンバー）」の記 
   載が必要となります。必ずご持参ください。 
 ⑧印鑑（認印で可）  
 ⑨手数料（事務量に応じて納入いただきます） 

【 予 告 】 令和７年分所得税・消費税確定申告相談会の開催について 

 

 

本事業は国の 

を活用しています。 

物価高騰対応重点支援 

地方創生臨時交付金 

商品券の取扱店募集! 
１月上旬から、商品券の取扱店を募集いたします。 

詳細については会報に同封しているチラシをご確認ください。 

●事業主体／ごせん生活応援商品券実行委員会 ●実行委員会／五泉商工会議所・村松商工会 
●問合せ先事務局／五泉商工会議所(五泉市赤海845番地1)TEL.43-5551 村松商工会(五泉市村松乙245)TEL.58-2201 

●商品券発送事務／五泉市役所 商工観光課 

国税庁及びデジタル庁からのお知らせ 

(1) 給与所得の源泉徴収票のオンライン提出について 
 事業者の方が税務署にオンライン（e-Tax等）で提出した「給与所得の源泉徴収票」の情報が、マイナポータル連携による
自動入力の対象となり、従業員の方の確定申告がさらに簡単になりました。この給与所得の源泉徴収票の情報の自動入力を利
用するためには、事業者の方から給与所得の源泉徴収票をオンラインで提出していただく必要があります。 
 また、eLTAXを利用すれば、市区町村に提出する給与支払報告書と税務署に提出する給与所得の源泉徴収票のデータを同時
に作成が可能であり、それぞれを市区町村と税務署へ一挙に提出ができます。給与支払報告書をeLTAXで提出することで、各
市区町村への提出（送付）が不要となるなど、提出に係る事務負担が軽減されるメリットがありますので、給与支払報告書の
eLTAXによる提出について御協力をお願いいたします。 

(2) 自宅からのマイナンバーカードを利用したe-Taxによる確定申告について 
 確定申告をする際には、スマートフォンやパソコンを使って、御自宅等から国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」を利用することができます。「確定申告書等作成コーナー」では画面に表示される案内に沿って金額等を入力するだけ
で、所得税の申告書を作成することが可能となっており、作成した申告書をそのままe-Taxにより送信できます。 
 令和７年度は、マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が到来される方が多数見
込まれております。有効期限を過ぎた場合、マイナポータル連携やe-Tax手続の利用などができないため、マイナンバーカー
ド及び電子証明書の有効期限について事前にご確認をお願いいたします。 
※詳細については会報に同封しているチラシをご確認ください。 

※五泉市民全員に４月頃配布予定。 


